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○上市町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則 

平成５年９月30日規則第17号 

改正 

平成９年８月28日規則第16号 

平成14年８月１日規則第14号 

平成17年３月31日規則第３号 

平成18年３月31日規則第13号 

平成20年３月31日規則第16号 

平成20年９月９日規則第24号 

平成21年９月30日規則第11号 

平成27年12月28日規則第34号 

平成31年３月28日規則第７号 

令和３年３月29日規則第14号 

上市町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、上市町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成５年上市町条例第14

号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（受給資格証の登録の手続） 

第２条 条例第４条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格登録（更新）申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

(１) 戸籍の謄本又は抄本 

(２) 同意書（様式第２号） 

(３) その他町長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、町長は、児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）の規定により児童

扶養手当の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示したときは、前項第１号に規定する書

類の添付を省略することができる。 

３ 第１項の申請の際は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である

ことを証する被保険者証書又は組合員証（第10条において「保険証」という。）を提示しなけれ

ばならない。 

（受給資格証書等の交付） 
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第３条 町長は、前条第１項の申請があった場合において、条例第３条に規定する対象者（次条第

１項において「対象者」という。）と決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証（様式

第３号。以下「受給資格証」という。）又はひとり親家庭等医療費（療養費払）助成申請書（様

式第４号）に必要事項を記載して交付しなければならない。 

（受給資格証の有効期間） 

第４条 受給資格証の有効期間は、対象者と決定した日からその日以後の最初に到来する９月30日

までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給資格証の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める日までとする。 

(１) 受給資格者が町の区域内から他の市区町村に転出した場合 町の区域内に住所を有しなく

なった日 

(２) 受給資格者が死亡した場合 死亡した日 

(３) 社会保険各法の被保険者の資格を取得した場合又は国民健康保険の被保険者若しくは社会

保険各法の被扶養者の資格を喪失した場合 社会保険各法の被保険者の資格を取得した日の前

日又は国民健康保険の被保険者若しくは社会保険各法の被扶養者の資格を喪失した日の前日 

(４) 受給資格者が結婚した場合 結婚した日の前日 

（受給資格証の更新申請） 

第５条 受給資格者は、受給資格証を更新しようとする場合は、毎年８月１日から８月31日までの

間に、ひとり親家庭等医療費受給資格登録（更新）申請書（様式第１号）に第２条に掲げる書類

を提示し、又は添付して、町長にその更新を申請しなければならない。 

（受給資格証の再交付申請） 

第６条 受給資格者は、受給資格証を破り、汚し、又は紛失した場合は、ひとり親家庭等医療費受

給資格証再交付申請書（様式第５号）をもって町長にその再交付を申請することができる。 

２ 前項に規定する場合（受給資格証を紛失した場合を除く。）において、受給資格者は、同項の

規定による申請に当該受給資格証を添えなければならない。 

（助成の申請等） 

第７条 条例第６条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費（療養費払）助成申請書（様式第

４号）により行わなければならない。 

２ 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、

申請者に通知しなければならない。 
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（条例第５条の規則で定める給付） 

第８条 条例第５条の規則で定める給付は、次に掲げる費用に係る給付とする。ただし、入院時の

食事療養及び生活療養に要した費用に係る給付を除く。 

(１) 保険外併用療養費 

(２) 療養費 

(３) 訪問看護療養費 

(４) 家族療養費 

(５) 家族訪問看護療養費 

(６) 特別療養費 

（条例第６条の規則で定める者） 

第９条 条例第６条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(１) 健康保険法（大正11年法律第70号）第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者 

(２) 柔道整復師法（昭和45年法律第19号）第２条第１項に規定する柔道整復師 

(３) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）第３

条の２に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師 

(４) その他町長が認めた者 

（条例第６条ただし書の規定による助成を受けようとする場合の受給資格証等の提示） 

第10条 受給資格者は、条例第６条ただし書の規定による助成を受けようとする場合は、保険医療

機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。 

（助成額の審査及び支払事務の委託） 

第11条 条例第６条ただし書の規定により保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、

町長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。 

（条例第７条第１号の規則で定める事項） 

第12条 条例第７条第１号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 条例第５条第１項に規定する医療に関する給付を行う保険者又は共済組合の医療に関する

給付内容の変更 

(２) 被保険者証又は組合員証の記号番号の変更 

（届出に係る書類の様式） 

第13条 条例第７条の規定による届出に係る書類の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める様式とする。 
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(１) 条例第７条第１号に規定する事由に該当した場合 ひとり親家庭等医療費受給資格内容変

更届（様式第６号） 

(２) 条例第３条に規定する受給資格要件を満たさないこととなった場合 ひとり親家庭等医療

費受給資格喪失届（様式第７号） 

(３) ひとり親家庭等の医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合 第三者の行為に

よる被害届（様式第８号） 

（受給資格証の返還） 

第14条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに受給資格証を返還しなけ

ればならない。 

(１) 条例第３条に規定する受給資格要件を満たさないこととなった場合 

(２) 受給資格証の有効期間が満了した場合 

(３) 第６条の規定により受給資格証の再交付を受けた後に紛失した受給資格証を発見した場合 

（書類の添付の省略） 

第15条 町長は、この規則に規定する申請に添える書類について、証明すべき事実を公簿等によっ

て確認ができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の前にした上市町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則（昭和55年上市町規

則第７号）第５条の規定による受給資格証の更新申請は、この規則第５条の規定による更新申請

とみなす。 

３ 上市町母子家庭医療費助成に関する条例施行規則（昭和55年上市町規則第７号）は廃止する。 

附 則（平成９年８月28日規則第16号） 

この規則は、平成９年９月１日から施行する。 

附 則（平成14年８月１日規則第14号） 

この規則は、平成14年８月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第３号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第13号） 
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この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第16号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年10月１日から施行

する。 

附 則（平成20年９月９日規則第24号） 

この規則は、平成20年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年９月30日規則第11号） 

この規則は、平成21年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日規則第34号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の上市町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則に定める様式

による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成31年３月28日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の上市町ひとり親医療費助成に関する条例施行規則に定める様式による

用紙は、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

（準備行為） 

３ この規則による改正後の上市町ひとり親医療費助成に関する条例施行規則に規定するひとり親

医療費助成の事務の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができ

る。 

附 則（令和３年３月29日規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（上市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則の一

部改正） 

２ 上市町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則（平
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成27年上市町規則第28号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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様式第１号（第２条、第５条関係） 
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様式第２号（第２条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第３条、第７条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第13条関係） 
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様式第７号（第13条関係） 
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様式第８号（第13条関係） 

 


